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(57)【要約】
【課題】本発明は、片手で把持および操作可能な携帯型
超音波システムを提供する。
【解決手段】本発明による携帯型超音波システムは、対
象体に超音波信号を送受信して受信信号を出力する超音
波プローブと、片手で把持可能であり、前記受信信号を
用いて前記対象体の超音波映像を形成し、タッチスクリ
ーンメニューを提供する本体と、前記本体の一面に配置
されてディスプレイ部とタッチ感知面とを備え、前記超
音波映像とユーザがユーザ命令を入力できるようにグラ
フィックユーザーインターフェースのための所定の前記
タッチスクリーンメニューを表示するタッチスクリーン
とを備え、前記タッチスクリーンは、前記ユーザがタッ
チした位置を基準に前記タッチスクリーンメニューを表
示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型超音波システムであって、
　対象体に超音波信号を送受信して受信信号を出力する超音波プローブと、
　片手で把持可能であり、前記受信信号を用いて前記対象体の超音波映像を形成し、タッ
チスクリーンメニューを提供する本体と、
　前記本体の一面に配置されてディスプレイ部とタッチ感知面とを有するタッチパネルを
備え、前記超音波映像とユーザがユーザ命令を入力できるようにグラフィックユーザーイ
ンターフェースのための所定の前記タッチスクリーンメニューを表示するタッチスクリー
ンとを備え、
　前記タッチスクリーンは、前記ユーザがタッチした位置を基準に前記タッチスクリーン
メニューを表示することを特徴とする携帯型超音波システム。
【請求項２】
　前記本体の重さは、１kg以下であることを特徴とする請求項１に記載の携帯型超音波シ
ステム。
【請求項３】
　前記本体は、
　前記受信信号を用いて超音波データを形成する超音波データ形成部と、
　前記超音波データを用いて前記超音波映像を形成する超音波映像形成部と、
　前記超音波データおよび前記超音波映像を格納する格納部と、
　前記ユーザ命令に応じて前記タッチスクリーンメニューの表示を制御する制御部と
を備えることを特徴とする請求項１に記載の携帯型超音波システム。
【請求項４】
　前記タッチスクリーンは、
　前記超音波映像を表示する第１のディスプレイ領域と、
　前記第１の領域を基準に左側および右側それぞれに位置して前記タッチスクリーンメニ
ューを表示する第２のディスプレイ領域と
を備えることを特徴とする請求項３に記載の携帯型超音波システム。
【請求項５】
　前記タッチパネルは、前記第２のディスプレイ領域上にのみ配置されることを特徴とす
る請求項４に記載の携帯型超音波システム。
【請求項６】
　前記タッチスクリーンメニューは、
　前記超音波映像の最適化のための複数の項目を含むメインメニューと、
　前記複数の項目それぞれに対応する映像パラメータを調節するためのサブメニューと
を含むことを特徴とする請求項４に記載の携帯型超音波システム。
【請求項７】
　前記本体は、前記ユーザが把持した前記携帯型超音波システムの状態を感知して感知信
号を出力する感知部をさらに備えることを特徴とする請求項４に記載の携帯型超音波シス
テム。
【請求項８】
　前記感知部は、前記本体の各角に装着されてどの角が把持されたのかを感知するための
センサを備え、前記感知信号を出力することを特徴とする請求項７に記載の携帯型超音波
システム。
【請求項９】
　前記感知部は、前記携帯型超音波システムの回転状態を感知するための重力センサを備
えることを特徴とする請求項７に記載の携帯型超音波システム。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記感知信号に応じて前記超音波映像と所定の前記タッチスクリーンメ
ニューの表示を制御することを特徴とする請求項８または９に記載の携帯型超音波システ
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ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波システムに関し、特に片手で把持および操作可能な携帯型超音波シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波システムは、無侵襲および非破壊特性を有しており、対象体内部の情報を得るた
めに医療分野で広く用いられている。超音波システムは、対象体を直接切開して観察する
外科手術の必要がなく、対象体の内部組織を高解像度の映像で医師に提供することができ
るので、医療分野で非常に重要なものとして用いられている。
【０００３】
　このような超音波システムは、大きくて重いため、特定の場所に固定されて用いられて
おり、小型の超音波システムであってもその重さが１０kg以上であり、移動が容易ではな
いだけでなく携帯が不可能であった。このような超音波システムの短所を克服するために
、携帯可能な超音波システムが開発されている。図１を参照して従来の携帯型超音波シス
テム１０を説明すると次の通りである。
【０００４】
　プローブ１１は、超音波信号を対象体（図示せず）に送信し、対象体から反射される超
音波信号（即ち、超音波エコー信号）を受信して受信信号を形成する。本体１２は、複数
のプロセッサを備え、受信信号に基づいて超音波映像を形成する。コントロールパネル１
３は、本体１２上に設けられ、ユーザの命令（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）の入力を受ける
。コントロールパネル１３は、複数の選択ボタン、ＮＯＢボタン、ＴＧＣ（Ｔｉｍｅ　ｇ
ａｉｎ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ）値を調節するためのスライド、キーボード（ｋｅｙ
ｂｏａｒｄ）、トラックボール（ｔｒａｃｋ　ｂａｌｌ）などを備える。ディスプレイ部
１４はＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（ｏｒｇａ
ｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）などで具現され、本体１２で形成さ
れた超音波映像を表示する。
【０００５】
　このような携帯型超音波システム１０は、サイズおよび重さを最小化できて携帯が可能
であるが、ユーザ命令の入力を受けるためのコントロールパネルが本体上に配置され、デ
ィスプレイ部１４が別途に構成されるため、携帯型超音波システムのサイズを最小化する
のに制約がある。従って、片手に携帯型超音波システムを把持しながら超音波システム操
作が可能であり、もう一方の手にプローブを把持して対象体をスキャンできる携帯型超音
波システムが要求されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
　特開２００３－３３３５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、片手で把持および操作可能な携帯型超音波システムを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の課題を解決するために、本発明による携帯型超音波システムは、対象体に超音波
信号を送受信して受信信号を出力する超音波プローブと、片手で把持可能であり、前記受
信信号を用いて前記対象体の超音波映像を形成し、タッチスクリーンメニューを提供する
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本体と、前記本体の一面に配置されてディスプレイ部とタッチ感知面とを備え、前記超音
波映像とユーザがユーザ命令を入力できるようにグラフィックユーザーインターフェース
のための所定の前記タッチスクリーンメニューを表示するタッチスクリーンとを備え、前
記タッチスクリーンは、前記ユーザがタッチした位置を基準に前記タッチスクリーンメニ
ューを表示する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、片手で把持可能であり、把持した手で操作可能な携帯型超音波システムを具
現できる。従って、タッチスクリーンが一面に配置された本体を片手に把持し、もう一方
の手に超音波プローブを把持して診断を容易にできる。
【００１０】
　また、本発明は、ユーザが本体を把持する位置に応じて、即ちユーザがタッチスクリー
ンが一面に配置された本体を左手に把持してユーザ命令を入力したか、または右手に把持
してユーザ命令を入力したかによって、ユーザ命令が入力された領域にグラフィックユー
ザーインターフェース用タッチスクリーンメニューを提供でき、左手と右手とを区分せず
用いるユーザに均等な操作法を提供できる。
【００１１】
　また、本発明は、別途のドッキングステーション（ｄｏｃｋｉｎｇ　ｓｔａｔｉｏｎ）
が必要ではなくて、携帯型超音波システムの単価を下げることができるだけでなく、占め
る空間を減少させることができる。すなわち、超音波システムを小型化することができる
。
【００１２】
　また、本発明は、本体の一面にタッチスクリーンを備えて、付加的な入力装置が必要で
はないので、本体の表面を単純に構成することができる。
【００１３】
　また、本発明は、タッチスクリーンメニューを表示する領域にユーザ命令の入力がない
とき、タッチスクリーンの画面全体に超音波映像を表示できるので、超音波映像の品質を
高めることができるだけでなく、ユーザの注意力を超音波映像の観察に集中させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来の携帯型超音波システムを示す説明図である。
【図２】本発明の実施例における携帯型超音波システムを示す概略図である。
【図３】本発明の実施例における本体の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施例における携帯型超音波システムの回転状態を示す例示図である。
【図５】本発明の実施例におけるタッチスクリーンを示す例示図である。
【図６ａ】本発明の実施例におけるユーザ命令の入力方式を示す例示図である。
【図６ｂ】本発明の実施例におけるユーザ命令の入力方式を示す例示図である。
【図６ｃ】本発明の実施例におけるユーザ命令の入力方式を示す例示図である。
【図７】本発明の実施例による携帯型超音波システムがユーザの左手に横方向に把持され
た例を示す例示図である。
【図８】本発明の実施例による携帯型超音波システムがユーザの左手に縦方向に把持され
た例を示す例示図である。
【図９】本発明の実施例におけるグラフィックユーザーインターフェースのためのタッチ
スクリーンメニューを表示した例を示す例示図である。
【図１０】本発明の実施例におけるタッチスクリーンメニューの移動命令に応じてタッチ
スクリーンメニューを表示した例を示す例示図である。
【図１１】本発明の実施例におけるサブメニューを表示した例を示す例示図である。
【図１２】本発明の実施例における超音波映像に関心領域を設定する例を示す例示図であ
る。
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【図１３】本発明の実施例における超音波映像および超音波データフレームの選択命令を
入力する例を示す例示図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【００１６】
　図２は、本発明の実施例における携帯型超音波システム１００の構成を示す概略図であ
る。携帯型超音波システム１００は、本体１１０およびタッチスクリーン１２０を備える
。一方、携帯型超音波システム１００は、超音波信号を対象体に送信して対象体から反射
される超音波信号（即ち、超音波エコー信号）を受信し、受信信号を形成するように動作
する少なくとも一つの変換素子（ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を備える超音
波プローブ（図示せず）をさらに備える。超音波プローブは、本体１１０と有線または無
線で連結できる。
【００１７】
　本体１１０は、本発明の実施例における携帯型超音波システム１００の外観を形成する
枠（ｈｏｕｓｉｎｇ）（図示せず）と枠に集積された複数のプロセッサ（図示せず）を備
える。枠は四角状に形成され得るが、これに限定されない。本体１１０は、ユーザの片手
で把持可能なサイズおよび重さ（例えば、１kg以下）を有し、超音波プローブから受信信
号を受信し、受信された受信信号を用いて超音波映像を形成する。また、本体１１０は、
本体１１０を把持した手で操作可能なグラフィックユーザーインターフェース（ｇｒａｐ
ｈｉｃ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ，　ＧＵＩ）を提供するための複数のイメージセ
ットを格納する。グラフィックユーザーインターフェースは下記で詳細に説明する。
【００１８】
　図３は、本発明の実施例における本体１１０の構成を示すブロック図である。本体１１
０は、ビームフォーマ１１１、超音波データ形成部１１２、超音波映像形成部１１３、格
納部１１４、感知部１１５および制御部１１６を備える。
【００１９】
　ビームフォーマ（ｂｅａｍ　ｆｏｒｍｅｒ）１１１は、超音波プローブから提供される
受信信号を集束点と各変換素子の距離を考慮して適宜時間遅延させ、時間遅延した受信信
号を合算して受信集束ビームを形成する。
【００２０】
　超音波データ形成部１１２は、ビームフォーマ１１１から入力される受信集束ビームを
用いて超音波データフレームを形成する。超音波データ形成部１１２は、ＤＳＰ（ｄｉｇ
ｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）で具現できる。
【００２１】
　超音波映像形成部１１３は、超音波データフレームを用いて超音波映像を形成する。こ
こで、超音波映像はＢモード（ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　ｍｏｄｅ）映像、Ｍモード（ｍｏ
ｔｉｏｎ　ｍｏｄｅ）映像、ドップラーモード（ｄｏｐｐｌｅｒ　ｍｏｄｅ）映像および
弾性映像のうち少なくとも一つを含む。
【００２２】
　格納部１１４は、超音波データ形成部１１２で形成された超音波データフレームを格納
する。また、格納部１１４は、超音波映像形成部１１３で形成された超音波映像を格納す
る。また、格納部１１４は、グラフィックユーザーインターフェースを提供するための複
数のイメージセットをさらに格納できる。格納部１１４は、ハードディスク、メモリ、Ｃ
Ｄ　ＲＯＭ、ＤＶＤなどで具現できる。
【００２３】
　感知部１１５は、ユーザが手で本体１１０を把持した携帯型超音波システム１００の状
態を感知して感知信号を出力する。感知部１１５は、ユーザが手で把持した本体１１０の
角を感知するために、本体１１０の各角に装着されたセンサを備えることができる。感知
部１１５は、感知された角に対応する感知信号を出力できる。また、感知部１１５は、本
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発明における携帯用超音波システム１００の回転を感知するための重力センサを含むこと
ができる。感知部１１５は、携帯用超音波システム１００の回転を感知して感知信号を出
力する。
【００２４】
　本実施例で感知部１１５は、携帯型超音波システム１００の回転を感知し、図４に示す
ように予め定められた角度（例えば０゜）を基準に携帯型超音波システム１００が０゜～
４５゜の範囲（Ｐ１）内で回転したと判断されると第１の感知信号を出力し、携帯型超音
波システム１００が４５゜～９０゜の範囲（Ｐ２）内で回転したと判断されると第２の感
知信号を出力する。正確に４５゜で回転した場合、感知部１１５は第２の感知信号を出力
するように設定できる。感知部１１５は、携帯型超音波システム１００の回転を感知でき
る装置であればいかなる装置でも問題ない。
【００２５】
　制御部１１６は、超音波信号の送受信を制御し、超音波データおよび超音波映像の形成
および格納を制御する。制御部１１６は、タッチスクリーン１２０上での超音波映像の表
示を制御する。制御部１１６の動作については下記で詳細に説明する。
【００２６】
　タッチスクリーン１２０は、本体１１０の一面に配置され、ディスプレイ部とタッチ感
知面を有するタッチパネルを備える。ディスプレイ部はＬＣＤ、ＯＬＥＤなどのフラット
ディスプレイで具現できる。タッチスクリーン１２０は、本体１１０から提供される超音
波映像を表示する。また、タッチスクリーン１２０は、本体１１０の格納されたイメージ
セットに基づいて手またはスタイラス（ｓｔｙｌｕｓ）などでユーザがユーザ命令を入力
できるようにグラフィックユーザーインターフェースを提供するためのタッチスクリーン
メニューを表示する。
【００２７】
　本発明の実施例によって、タッチスクリーン１２０のディスプレイ領域は、第１のディ
スプレイ領域および第２のディスプレイ領域に分割することができる。第１のディスプレ
イ領域は、超音波映像を表示し、超音波映像に関心領域を設定するためのユーザ命令、関
心領域のサイズ調節命令、関心領域の移動命令などに該当するユーザ命令の入力を受ける
ことができるように設定できる。第２のディスプレイ領域は、グラフィックユーザーイン
ターフェースのためのタッチスクリーンメニューを表示するように設定できる。例えば、
タッチスクリーン１２０のディスプレイ領域は、図５に示すようにタッチスクリーン１２
０の中心部分を基準に設定された第１のディスプレイ領域１２１と第１のディスプレイ領
域１２１の両側に設定された第２のディスプレイ領域１２２を備えることができる。
【００２８】
　一方、ユーザ命令はタッチスクリーン１２０を押して離す方式（以下、クリック方式と
いう）、図６ａに示すように指２１０をタッチスクリーン１２０に押した状態で半円ドラ
ッグする方式（以下、タッチアンド半円ドラッグ方式という）、図６ｂに示すように指２
１０をタッチスクリーン１２０に押した状態で上下にドラッグする方式（以下、タッチア
ンド上下ドラッグ方式という）および図６ｃに示すように指２１０をタッチスクリーン１
２０に押した状態で左右にドラッグする方式（以下、タッチアンド左右ドラッグ方式とい
う）で入力を受けることができる。
【００２９】
　図７および図８は、ユーザが把持した携帯用超音波システムの状態に応じて超音波映像
を表示する例を示す概略図である。図７は、ユーザの左手に横方向（即ち、長手方向）に
把持された携帯型超音波システム１００を示す例示図であり、図８は、ユーザの左手に縦
方向に把持された携帯型超音波システム１００を示す例示図である。
【００３０】
　前述したように、本発明の実施例によって感知部１１５は、ユーザが手で超音波システ
ム１００を把持した角を感知し、感知された角に対応する感知信号を出力する。制御部１
１６は、感知部１１５に接続されて感知信号を受信し、受信された感知信号に応じてタッ



(7) JP 2010-131396 A 2010.6.17

10

20

30

40

50

チスクリーン１２０に超音波映像の表示を制御する。
【００３１】
　また、感知部１１５は、携帯型超音波システム１００が図７（図４）に示すように０゜
～４５゜の範囲（Ｐ１）内で回転したと判断されると第１の感知信号を出力し、携帯型超
音波システム１００が図８（図４）に示すように４５゜～９０゜の範囲（Ｐ１）内から回
転したと判断されると第２の感知信号を出力する。
【００３２】
　制御部１１６は、感知部１１５から第１の感知信号が入力されると、超音波映像形成部
１１３で形成された超音波映像３１０が図７に示すように表示されるように制御する。制
御部１１６は、感知部１１５から第２の感知信号が入力されると、超音波映像３１０を回
転させて図８に示すように表示されるように制御する。
【００３３】
　前述した実施例では、携帯型超音波システム１００がユーザの左手に把持されると説明
したが、他の実施例では携帯型超音波システム１００がユーザの右手に把持できる。この
場合、タッチスクリーンメニューはタッチスクリーン１２０の右側に表示できる。
【００３４】
　以下、図９を参照してグラフィックユーザーインターフェースのためのタッチスクリー
ンメニューを表示する方法について具体的に説明する。本発明の実施例によって、ユーザ
が最初にタッチスクリーン１２０上の任意の位置をタッチすると、制御部１１６はタッチ
スクリーン１２０を制御して、図９に示すように、グラフィックユーザーインターフェー
スのためのタッチスクリーンメニュー４１０がタッチスクリーン１２０上に表示されるこ
とができる。本発明の実施例で、タッチスクリーンメニュー４１０は、ユーザがタッチし
た位置を基準に表示できる。
【００３５】
　タッチスクリーンメニュー４１０は、第２のディスプレイ領域１２２に表示できる。タ
ッチスクリーンメニューは、ゲイン、ＴＧＣ（ｔｉｍｅ　ｇａｉｎ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔ
ｉｏｎ）、エッジ強化、ＡＩＯ（ａｕｔｏ　ｉｍａｇｅ　ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ）な
どの超音波映像を最適化するための複数の項目を含むことができる。タッチスクリーンメ
ニューとしてディスプレイされる項目は、ユーザの要請に従って変更することができる。
例えば、タッチスクリーンメニュー４１０は、図９に示すようにゲイン、ＴＧＣ、エッジ
強化およびＡＩＯを含むように設定できる。また、タッチスクリーンメニューは、他の項
目を表示するためのスクロール（Ｓ）をさらに備えることができる。また、タッチスクリ
ーンメニューに含まれる項目は、超音波映像を形成する診断モードに応じて変更すること
ができ、ユーザの便宜によって多様に変更することができる。
【００３６】
　ユーザがタッチスクリーンメニュー上でスクロール（Ｓ）をクリックすると、制御部１
６０はタッチスクリーン１２０を制御して他の項目が表示されるよう制御する。また、ユ
ーザがタッチスクリーンメニュー上でスクロール（Ｓ）をドラッグして他の項目を表示す
ることができる。この時、ドラッグは半円方向に行われることができる。
【００３７】
　本発明の実施例によって、タッチスクリーンメニューは、メインメニューとメインメニ
ューに含まれた項目それぞれに対応する複数のサブメニューを含むことができる。図１０
に示すように、ユーザが映像最適化のためのメインメニュー４１０に含まれた項目中、い
ずれか一つの項目を押して離す場合、即ち、所望の映像最適化機能を行うために一つの項
目をクリックする場合、図１１に示すように制御部１１６はタッチスクリーン１２０を制
御して選択された項目に対応する所定のサブメニュー４２０を表示できる。サブメニュー
４２０は、選択された項目に対応する映像パラメータを調節できるようにグラフィックユ
ーザーインターフェースとして提供できる。
【００３８】
　例えば、図９に示すメインメニュー４１０でユーザがゲイン項目をクリックして選択す
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る場合、図１１に示すように制御部１１６は、タッチスクリーン１２０を制御して、ゲイ
ン調節のためのゲイン調節バー４２１を含む所定のサブメニュー４２０がタッチスクリー
ン１２０上に表示されるようにすることができる。ここで、サブメニュー４２０は、タッ
チスクリーン１２０の第２のディスプレイ領域１２２に表示できる。また、サブメニュー
４２０は、メインメニュー４１０に戻るための戻るソフトボタン４２２をさらに備えるこ
とができる。一方、図１１に示すサブメニュー４２０は、ユーザの便宜によって多様に変
更することができる。
【００３９】
　ユーザがクリック又は／およびドラッグで、サブメニュー４２０上の映像パラメータを
調節すると、制御部１１６は調節された映像パラメータを超音波映像に適用して映像最適
化を行う。また、ユーザが戻るソフトボタンをクリックすると、制御部１１６の制御下で
タッチスクリーン１２０は以前のグラフィックユーザーインターフェース、即ちメインメ
ニュー４１０が表示されるように動作することができる。
【００４０】
　以下、図１２を参照して超音波映像に関心領域を設定するための構成要素の機能を具体
的に説明する。図１２は、タッチスクリーン１２０上にディスプレイされた超音波映像上
に関心領域を設定した例を示す例示図である。ユーザからタッチスクリーン１２０上に表
示された超音波映像に関心領域を設定する要請に該当するユーザ命令が入力されると、図
１２に示すように、制御部１１６は所定の関心領域５１０が超音波映像３１０に設定され
るようにタッチスクリーン１２０を制御できる。この時、関心領域の設定命令は、タッチ
スクリーン１２０の第１の領域１２１で関心領域を設定しようとする位置にクリック方式
で入力できる。また、関心領域５１０は、境界を上下左右にドラッグする方式で調節でき
る。
【００４１】
　以下、図１３を参照して超音波映像および超音波データを提供するための構成要素の機
能を具体的に説明する。図１３は、タッチスクリーン１２０上でタッチアンドドラッグ方
式で、超音波映像のうちのいずれか一つまたは超音波データフレームのうちのいずれか一
つを選択する例を概略的に示す例示図である。ユーザが超音波映像のうちのいずれか一つ
を選択するためのユーザ命令をタッチスクリーン１２０を通じて入力すると、制御部１１
６は格納部１１４を検索して該当超音波映像を抽出し、抽出した超音波映像がタッチスク
リーン１２０上に表示されるように制御する。この時、超音波映像を選択する命令は、タ
ッチスクリーン１２０の第１の領域１２１を押した状態で上下にドラッグするタッチアン
ド上下ドラッグ方式で入力できる。例えば、ユーザがタッチアンド上ドラッグ方式でユー
ザ命令をタッチスクリーン１２０に入力すると、制御部１１６は現在表示された超音波映
像以前に形成された超音波映像を格納部１１４で検索して抽出した後、抽出した超音波映
像がタッチスクリーン１２０に表示されるように制御できる。また、ユーザがタッチアン
ド下ドラッグ方式でユーザ命令をタッチスクリーン１２０に入力すると、制御部１１６は
現在表示された超音波映像以後に形成された超音波映像を格納部１１４で検索して抽出し
た後、抽出した超音波映像がタッチスクリーン１２０に表示されるように制御できる。
【００４２】
　ユーザが超音波データフレームのうちのいずれか一つを選択するためのユーザ命令をタ
ッチスクリーン１２０を通じて入力すると、制御部１１６は格納部１１４を検索して該当
超音波データフレームを抽出する。制御部１１６は、超音波映像形成部１１３を制御して
抽出された超音波データフレームに基づいて超音波映像を形成し、このように形成された
超音波映像がタッチスクリーン１２０に表示されるように制御する。この時、超音波デー
タフレームを選択する命令は、タッチスクリーン１２０の第１の領域１２１を押した状態
で左右にドラッグするタッチアンド左右ドラッグ方式で入力できる。
【００４３】
　例えば、ユーザがタッチアンド左ドラッグ方式でユーザ命令をタッチスクリーン１２０
に入力すると、制御部１１６は現在表示された超音波映像に対応する超音波データフレー
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ム以前に形成された超音波データフレームを格納部１１４で検索して抽出する。制御部１
１６は、超音波映像形成部１１３を制御して抽出された超音波データフレームを用いて超
音波映像を形成し、タッチスクリーン１２０に表示されるように制御できる。また、ユー
ザがタッチアンド右ドラッグ方式でユーザ命令をタッチスクリーン１２０に入力すると、
制御部１１６は現在表示された超音波映像に対応する超音波データフレーム以後に形成さ
れた超音波データフレームを格納部１１４で検索して抽出する。制御部１１６は、超音波
映像形成部１１３を制御して抽出された超音波データフレームに該当する超音波映像を形
成し、タッチスクリーン１２０に表示されるように制御できる。
【００４４】
　本発明を望ましい実施例を通じて説明し例示したが、当業者であれば添付の特許請求の
範囲および範疇を逸脱せずに様々な変形および変更がなされ得ることが分かるはずである
。
【００４５】
　一例として、前述した実施例では本体が超音波映像の最適化のための複数の項目を含む
タッチスクリーンメニューを提供し、タッチスクリーンを通じて入力されるユーザ命令に
従って超音波映像の最適化を行うことを説明したが、他の実施例では本体が超音波映像で
対象体のサイズを測定するための複数の項目を含むタッチスクリーンメニュー、対象体の
診断科目を選択するための複数の項目を含むタッチスクリーンメニュー、超音波映像を形
成する診断モードを選択するための複数の項目を含むタッチスクリーンメニューなどを提
供できる。そして、タッチスクリーンを通じて入力されるユーザ命令に従って、対象体の
サイズ測定、診断科目および診断モードの選択などを行うことができる。
【００４６】
　他の例として、前述した実施例では超音波映像をタッチスクリーン１２０の第１の領域
１２１にディスプレイすることを説明したが、これに局限されず、他の実施例では制御部
１１６がユーザからユーザ命令が予め設定された時間入力されなければ、超音波映像が第
１の領域および前記第２の領域に渡って表示されるようにタッチスクリーン１２０を制御
し、ユーザからユーザ入力情報が再度入力されれば、超音波映像が第１の領域１２１に表
示され、タッチスクリーンメニューがユーザ入力情報が入力された第２の領域１２２に表
示されるように制御することもできる。
【符号の説明】
【００４７】
１００　携帯型超音波システム
１１０　本体
１２０　タッチスクリーン
１１１　ビームフォーマ
１１２　超音波データ形成部
１１３　超音波映像形成部
１１４　格納部
１１５　感知部
１１６　制御部
１２０　タッチスクリーン
１２１　第１のディスプレイ領域
１２２　第２のディスプレイ領域
２１０　指
３１０　超音波映像
４１０　タッチスクリーンメニュー（メインメニュー）
４２０　サブメニュー
４２１　ゲイン調節バー
４２２　戻るボタン
５１０　関心領域
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https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e52c17f7-ec17-46ac-80ec-d834438d78bd
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041528551/publication/JP2010131396A?q=JP2010131396A

